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報告事項 令和元年度事業計画並びに収支予算について 
 
 
 

令和元年度事業計画並びに収支予算について 
（自 平成３１年４月１日 ～ 至 令和２年３月３１日） 

 
 
 
Ⅰ 令和元年度事業計画の策定にあたって 
 
 平成３０年度は、役員改選、委員会改変、部会の設置など和歌山県建築士事務所協会の体
制整備に始まり、新体制のもと、協会活動の目的である建築士事務所の業務の適正な運営と
健全な発展及び建築主の利益の保護を図ることを念頭に活発に活動してまいりました。その
活動過程において、様々な課題が抽出されてきたように思われます。 
 記念すべき、令和元年度の事業計画を策定するにあたり、これらの課題を検証し課題解決
に向けた協会活動に繋げて行く必要があります。 
  
 和歌山市内中心部では、和歌山市駅、汀丁、和歌山駅前の３箇所で再開発事業のタワーク
レーンがそびえ立ち、伏虎中学校跡地では県立薬科大学の基礎工事が始まっております。国
土強靱化への集中投資、震災復興、東京五輪などの建設投資の回復基調のあらわれかとも思
われますが、私ども県内建築設計業界にとっては、なかなか実感できない状況でもあります。
公共工事の発注額も横ばいもしくは減少傾向で、少ない機会を有効に多くの会員が享受でき
るよう、業務部会での要望活動を活発にしていきます。 
 
 また、昨年度と同様、教育・研修委員会が中心となり、定期講習、管理建築士講習はもち
ろんのこと魅力的な協会であるために、技術向上・新技術紹介・業務関連法規の説明会など
幅広い研修会を開催していきます。これにより、協会の魅力向上、会員増強に繋がる事を期
待します。 
 
 その他、協会を活性化させ和歌山県の建築設計監理業界に貢献できるような活動方策を各
委員会、部会において模索してまいりたいと思います。 
  
 最後に、協会の通常業務を円滑に推進するためにも、協会の財政健全化対策が喫緊の課題
となっております。運営委員会の下に置いた財政健全化特別部会で、定常的な収入源を確保
するための方策、経費節減方策など、あらゆる手を尽くして安定した協会運営を実現するた
めに活発な議論を行い、必要な施策を講じていきます。 
 先日の理事会で会費の改定について検討した結果、今年度中の値上げについて承認を得た
ところで、詳細については今後早急に検討し皆様にはかりたいと考えております。 
 
 今年度も、多くの会員・賛助会員の協力を得ながら各委員会で積極的な議論を行い、建築
士事務所が次の世代を担う若者達に夢と希望をあたえる業界となるよう環境整備につとめて
まいります。以下に令和元年度事業計画並びに収支予算について報告いたします。 
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Ⅱ 重点事業 
 
 ① 組織の強化と拡充を図ると共に運営の整備を行い、会員の健全な発展のために努める。 
 ② 行政諸機関、関係諸団体と協調し連携を図り業界発展に努める。 
 ③ 会員及び賛助会員のための各種業務情報・協会活動の速報伝達  
 ④ 建築士事務所の健全な経営と､建築士の資質向上のための研修・講習会の開催 
 ⑤ 耐震診断・耐震補強計画の推進により良好なストック確保の促進のため、積極的かつ 
  適正な予算執行をされるよう関係機関への要望活動 
 ⑥ 積極的な社会貢献と公益の立場で消費者保護に努める。 
 ⑦ 建築士事務所の健全な発展のための要望活動に努める。 
 ⑧ 大規模災害時における県との協定に適正な対応ができる体制の強化 
 
 
Ⅲ 委員会別事業計画案 
 
（１） 運営委員会 
  ① 委員長主導による事業計画の企画・運営 
  ② 理事会レベルでの会勢増強活動対策の企画検討 
  ③ 制度運営に関して行政庁等との連絡調整及び要望活動 
  ④ 協会運営の健全化に向けた企画立案   
  ⑤ 委員長会議の開催 
  ⑥ 全国大会建築応募作品の選考 
 （財政健全化特別部会） 
  ① 財政健全化のための企画立案 
  ② 財政健全化のための企画案の実施 
 （業務部会） 
  ① 業務報酬基準（告示第１５号に基づく）の励行推進 
   ・ 業務報酬基準の会員への周知 
   ・ 県下の各自治体及び関係団体への要望活動の展開 
   ・ 業務報酬の適正な実施 
  ② 「品質確保法」の実効ある運用に向けての励行推進 
   ・ 県下の地方自治体及び関係団体への要望活動の展開 
  ③ 公共調達に関する調査及び情報収集 
  ④ 建築士事務所賠償責任保険等の加入・促進 
 
 (２)  倫理委員会 
  ① 会員に対する倫理規程の周知・指導 
  ② 会員に対する本協会の定款、細則等諸規程及び関係法令の周知・指導 
  ③ 懲戒事由等の調査・研究 
  ④ 総会・理事会との連絡調整 
 （指導部会） 
  ① 改正建築士法第 27 条の５に基づく苦情解決業務の実施 
  ② 建築相談室の運営及び各種機関への相談員の派遣 
 
（３） 総務・財務委員会  
  ① 指定事務所登録機関としての対応 
  ② 組織拡充の取り組み 
   ・ 未加入建築士事務所の入会促進 
   ・ 賛助会員の拡充 
  ③ 日事連・近畿ブロック協議会の会務への積極的な参加 
  ④ 財政、収支予算の執行、決算報告の作成 
  ⑤ 新規事業の企画・提案 
  ⑥ 協会定款・細則・規則等の改正・変更の検討 
  ⑦ 公益目的事業の適正執行計画 
  ⑧ その他、他の委員会に属さない事項 
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（４） 教育・研修委員会 
  ① 「管理建築士講習」・「建築士定期講習｝、その他講習会の円滑な実施 
  ② 会員の建築技術進歩改善のための研修会、講習会の実施 
  ③ 建築 CPD 情報提供制度への参加促進 
  ④ 設計・監理・施工関係の新技術の調査・資料収集 
  ⑤ 建築基準法・建築士法等の建築関連法案の改正等について 
  ⑥ 建材・製品等の各種説明会の実施（賛助会員との連携） 
  ⑦ 県からの委託事業の実施（講習、研修等に係るもの） 
  ⑧ 応急対策業務に関する技術講習会の開催 
 
（５） 防災・耐震対策委員会 
 県との災害協定・災害時の連携強化 
  ① 「大規模災害時における応急対策業務に関する協定」に関すること 
  ② 大規模災害時における会員並びに賛助会員との連携体制強化 
  ③ 応急対策業務の実施体制及び連絡網の確立 
 建築物の耐震診断 
  ① 建築物耐震診断判定委員会との連携 
  ② 耐震診断判定業務の周知徹底 
  ③ 耐震診断・耐震改修マーク表示制度におけるプレート交付 
  ④ 耐震対策等相談業務 
 応急危険度判定 
  ① 応急危険度判定協議会への対応 
 非木造住宅耐震対策 
  ① 非木造住宅の耐震診断報告書及び耐震補強計画の審査・判定 
  ② 非木造住宅の耐震対策等相談業務 
  ③ 非木造住宅耐震診断審査業務の周知徹底 
 関係講習会等に積極的に参加し情報の収集  
 
（６） 広報・編集委員会 
  ① 会報「あさも」の編集・発行 
  ② 日事連機関誌「日事連」の配布 
  ③ 協会ホームページの企画運営 
  ④ 広告事業の推進 
  ⑤ 建築士事務所キャンペーンの実施拡充 
  ⑥ 建築士事務所協会の知名度向上策の実施 
 
（７） 交流・会員委員会 
  ① 正会員及び賛助会員同士との親睦 
  ② 賛助会員との合同親睦の企画研究 
  ③ 賛助会員の情報提供 
  ④ 賛助会員企業の PR 及び販売促進の協力 
 （まちづくり部会） 
  ① 建築三団体まちづくり協議会への積極的な参加 
  ② きのく建築賞の実施協力 
  ③ まちづくりに関する情報収集と会員・賛助会員への情報提供 
  ④ 県内行政機関でのまちづくり・景観活動への参加 
 （青年部会） 
  ① 次世代を担う若手の育成 
  ② 他会の既設青年女性部会との交流 
  ③ 日事連青年話創会への参加 
  ④ 青年ワーキンググループへの参加 
 










